
議案第１１号 

行政不服審査法施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て 

 行政不服審査法施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のように定めるも

のとする。 

  平成２８年３月２日提出 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）が平成２８

年４月１日に施行されることに伴う所要の整備を図るため、関係条例の一部を改正

する必要があるからである。 





行政不服審査法施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （大口町情報公開条例の一部改正） 

第１条 大口町情報公開条例（平成１１年大口町条例第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

  目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

  第２章第３節の節名中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

  第１５条の見出しを「（審査請求）」に改め、同条第１項各号列記以外の部分

中「第１項並びに第２項」を「第１項及び第２項」に、「行政不服審査法（昭和

３７年法律第１６０号）による不服申立て」を「行政不服審査法（平成２６年法

律第６８号）による審査請求」に、「、当該不服申立て」を「、当該審査請求」

に、「決定を」を「裁決を」に、「に当該不服申立て」を「に当該審査請求」に、

「決定に」を「裁決に」に改め、同項第１号中「不服申立て」を「審査請求」に

改め、同項第２号中「決定で、不服申立て」を「裁決で、審査請求」に、「当該

不服申立て」を「当該審査請求」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ２ 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服

審査法第９条第１項の規定は、適用しない。 

  第１６条各号中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 

  第１７条見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条各号列記以外の

部分中「決定」を「裁決」に改め、同条第１号中「不服申立て」を「審査請求」

に、「決定」を「裁決」に改め、同条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に、

「決定」を「裁決」に改める。 

  第１８条中「決定」を「裁決」に改める。 

 （大口町個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 大口町個人情報保護条例（平成１６年大口町条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

  目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

  第３章第４節の節名中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 
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  第４２条各号列記以外の部分中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）

による不服申立て」を「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）による審査

請求」に、「、当該不服申立て」を「、当該審査請求」に改め、「又は決定」を

削り、同条第１号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第２号中「又は

決定」を削り、「、不服申立て」を「、審査請求」に、「当該不服申立て」を「当

該審査請求」に改め、同条第３号中「又は決定」を削り、「、不服申立て」を「、

審査請求」に、「当該不服申立て」を「当該審査請求」に改め、同条第４号中「又

は決定」を削り、「、不服申立て」を「、審査請求」に、「当該不服申立て」を

「当該審査請求」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ２ 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは

利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第９条

第１項の規定は、適用しない。 

  第４３条第１号及び第２号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第

３号中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改

める。 

  第４４条見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条各号列記以外の

部分中「又は決定」を削り、同条第１号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、

「又は決定」を削り、同条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「又

は決定」を削る。 

 （大口町特定個人情報保護条例の一部改正） 

第３条 大口町特定個人情報保護条例（平成２７年大口町条例第２２号）の一部を

次のように改正する。 

  目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

  第３章の章名及び同章第４節の節名中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

  第３６条各号列記以外の部分中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）

による不服申立て」を「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）による審査

請求」に、「当該不服申立て」を「当該審査請求」に改め、「又は決定」を削り、

同条第１号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第２号中「又は決定」
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を削り、「、不服申立て」を「、審査請求」に、「当該不服申立て」を「当該審

査請求」に改め、同条第３号中「又は決定」を削り、「、不服申立て」を「、審

査請求」に、「当該不服申立て」を「当該審査請求」に改め、同条第４号中「又

は決定」を削り、「、不服申立て」を「、審査請求」に、「当該不服申立て」を

「当該審査請求」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ２ 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは

利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第９条

第１項の規定は、適用しない。 

  第３７条第１号及び第２号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第

３号中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改

める。 

  第３８条見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条各号列記以外の

部分中「又は決定」を削り、同条第１号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、

「又は決定」を削り、同条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「又

は決定」を削る。 

 （大口町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第４条 大口町情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１８年大口町条例第３４

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

  第７条見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第３項中「、不服

申立人」を「、審査請求人」に、「不服申立人等」を「審査請求人等」に改める。 

  第８条第１項中「不服申立人等」を「審査請求人等」に改め、同条第２項中「不

服申立人」を「審査請求人」に改める。 

  第９条及び第１０条中「不服申立人等」を「審査請求人等」に改める。 

  第１２条中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 

 （大口町固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第５条 大口町固定資産評価審査委員会条例（平成１１年大口町条例第２２号）の

一部を次のように改正する。 
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  第４条第２項第１号中「住所」の次に「又は居所」を加え、同項中第４号を第

５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、同項第１号の次に次の１

号を加える。 

  (2) 審査の申出に係る処分の内容 

  第４条第３項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不服審査法（昭和

３７年法律第１６０号）第１３条第１項」を「行政不服審査法施行令（平成２７

年政令第３９１号）第３条第１項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ６ 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失った

ときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。 

  第６条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、同条第１項の次に次の１

項を加える。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る法律（平成１４年法律第１５１号。第１０条第１項第２号及び第２項第３号

において「情報通信技術利用法」という。）第３条第１項の規定により同項に

規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従

って弁明書が提出されたものとみなす。 

  第６条に次の１項を加える。 

 ５ 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを町長に送付

しなければならない。 

  第１４条を第１６条とし、第１３条を第１５条とし、第１２条を第１４条とす

る。 

  第１１条第１項中「、決定書」を「、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名

押印した決定書」に改め、同項に次の各号を加える。 

  (1) 主文 

  (2) 事案の概要 

  (3) 審査申出人及び町長の主張の要旨 

  (4) 理由 

  第１１条を第１３条とし、第１０条を第１２条とし、第９条の次に次の２条を
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加える。 

  （手数料の額） 

 第１０条 法第４３３条第１１項において読み替えて準用する行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）第３８条第４項の規定により納付しなければなら

ない手数料（以下「手数料」という。）の額は、大口町手数料条例（平成１２

年大口町条例第６号）に定めるところによる。 

  （手数料の減免） 

 第１１条 委員会は、法第４３３条第１１項において読み替えて準用する行政不

服審査法第３８条第１項の規定による交付を受ける審査申出人が経済的困難に

より手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求

め１件につき２，０００円を限度として、手数料を減額し、又は免除すること

ができる。 

 ２ 手数料の減額又は免除を受けようとする審査申出人は、法第４３３条第１１

項において読み替えて準用する行政不服審査法第３８条第１項の規定による交

付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した

書面を委員会に提出しなければならない。 

 ３ 前項の書面には、審査申出人が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第

１１条第１項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては

当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合

にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。 

 （大口町税条例の一部改正） 

第６条 大口町税条例（昭和３８年大口町条例第１５号）の一部を次のように改正

する。 

  第２０条の２第１項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

  第４９条第２項第１号中「又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号」

を「及び住所又は居所（法人にあっては、名称、事務所又は事務所の所在地及び
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法人番号）」に改める。 

  第１２５条の３第２項第１号中「個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。

以下この号において同じ。）又は」を削り、「同法第２条第１５項」を「行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第１５

項」に改め、「個人番号又は」を削る。 

 （大口町手数料条例の一部改正） 

第７条 大口町手数料条例（平成１２年大口町条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

  別表中 

 「 

」 

 を 

 「 

その他町長が認める諸証

明書交付手数料又は文書

で事実を認証する手数料 

１件 ２００円  

行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）第３８条

第１項（同法第９条第３項

の規定により読み替えて

適用する場合及び他の法

律の規定において準用す

る場合を含む。）の規定に

よる提出書類等の写し等

の交付（行政不服審査法第

８１条第３項において準

用する同法第７８条第１

項の規定による提出資料 

複写機により

用紙（Ｂ５～Ａ

３）に複写した

もの １枚 

白黒 １

０円 

両面に複写又は

出力された用紙

については、片

面を１枚として

手数料の額を算

定する。 

カラー  

２０円 

電磁的記録に

記録された事

項を用紙（Ｂ５

～Ａ３）に出力

したもの １

枚 

白黒 １

０円 

カラー  

２０円 

上記以外のも

のの作成に要

実費  
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」 

 に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条による改正後の大口町情報公開条例の規定は、平成２８年４月１日（以

下「施行日」という。）以後の公開決定等（大口町情報公開条例第１１条第１項

及び第２項に規定する決定をいう。以下この項において同じ。）について適用し、

施行日前にされた公開決定等については、なお従前の例による。 

３ 第２条による改正後の大口町個人情報保護条例の規定は、施行日以後にされた

決定等（大口町個人情報保護条例第２３条に規定する開示決定等、同条例第３４

条に規定する訂正決定等及び同条例第４０条に規定する利用停止決定等をいう。

以下この項において同じ。）について適用し、施行日前にされた決定等について

は、なお従前の例による。 

４ 第３条による改正後の大口町特定個人情報保護条例の規定は、施行日以後にさ

れた決定等（大口町特定個人情報保護条例第１８条に規定する開示決定等、同条

例第２７条に規定する訂正決定等及び同条例第３４条に規定する利用停止決定等

をいう。以下この項において同じ。）について適用し、施行日前にされた決定等

については、なお従前の例による。 

５ 第５条による改正後の大口町固定資産評価審査委員会条例第４条第２項、第３

項及び第６項、第６条第２項、第３項及び第５項、第１０条、第１１条並びに第

１３条第１項の規定は、平成２８年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産

等の写し等の交付を含

む。）に係る手数料 

するもの   

その他町長が認める諸証

明書交付手数料又は文書

で事実を認証する手数料 

１件 ２００円  
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について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、

平成２７年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録

された価格に係る審査の申出（申出期間の初日が施行日以後である審査の申出を

除く。）については、なお従前の例による。 
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第１条関係 

大口町情報公開条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

 第１章 総則（第１条～第４条）  第１章 総則（第１条～第４条） 

 第２章 情報の公開  第２章 情報の公開 

  第１節 情報の公開を請求する権利等（第

５条～第１０条） 

  第１節 情報の公開を請求する権利等（第

５条～第１０条） 

  第２節 情報の公開の請求に関する決定等

（第１１条～第１４条） 

  第２節 情報の公開の請求に関する決定等

（第１１条～第１４条） 

  第３節 審査請求に関する手続き（第１５

条～第１８条） 

  第３節 不服申立てに関する手続き（第１

５条～第１８条） 

 第３章 補則（第１９条～第２５条）  第３章 補則（第１９条～第２５条） 

 附則  附則 

   第２章 情報の公開    第２章 情報の公開 

    第１節・第２節 略     第１節・第２節 略 

    第３節 審査請求に関する手続き     第３節 不服申立てに関する手続き 

 （審査請求）  （不服申立て） 

第１５条 第１１条第１項及び第２項の決定に

ついて行政不服審査法（平成２６年法律第６

８号）による審査請求があったときは、当該

審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、

次の各号のいずれかに該当する場合を除き、

遅滞なく、大口町情報公開・個人情報保護審

査会（以下「審査会」という。）に当該審査

請求に対する裁決について諮問しなければな

らない。 

第１５条 第１１条第１項並びに第２項の決定

について行政不服審査法（昭和３７年法律第

１６０号）による不服申立てがあったときは

、当該不服申立てに対する決定をすべき実施

機関は、次の各号のいずれかに該当する場合

を除き、遅滞なく、大口町情報公開・個人情

報保護審査会（以下「審査会」という。）に

当該不服申立てに対する決定について諮問し

なければならない。 

 (1) 当該審査請求が明らかに不適法である場

合 

 (1) 当該不服申立てが明らかに不適法である

場合 

 (2) 裁決で、審査請求に係る公開決定等（公

開請求に係る情報の全部を公開する旨の決

定を除く。以下この号及び第１７条におい

て同じ。）を取り消し又は変更し、当該審

査請求に係る情報の全部を公開することと

するとき。ただし、当該公開決定等につい

 (2) 決定で、不服申立てに係る公開決定等（

公開請求に係る情報の全部を公開する旨の

決定を除く。以下この号及び第１７条にお

いて同じ。）を取り消し又は変更し、当該

不服申立てに係る情報の全部を公開するこ

ととするとき。ただし、当該公開決定等に
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て第１２条第１項又は第２項の規定に基づ

き第三者が公開に反対する旨の意見を述べ

ているときを除く。 

ついて第１２条第１項又は第２項の規定に

基づき第三者が公開に反対する旨の意見を

述べているときを除く。 

２ 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係

る審査請求については、行政不服審査法第９

条第１項の規定は、適用しない。 

 （諮問をした旨の通知）  （諮問をした旨の通知） 

第１６条 前条の規定により、審査会に諮問を

した実施機関は、次に掲げる者に対し、その

旨を通知しなければならない。 

第１６条 前条の規定により、審査会に諮問を

した実施機関は、次に掲げる者に対し、その

旨を通知しなければならない。 

 (1) 審査請求人及び参加人  (1) 不服申立人及び参加人 

 (2) 請求者（請求者が審査請求人又は参加人

である場合を除く。） 

 (2) 請求者（請求者が不服申立人又は参加人

である場合を除く。） 

 (3) 第１２条第１項又は第２項の規定に基づ

き公開に反対する旨の意見を述べている第

三者（当該第三者が審査請求人又は参加人

である場合を除く。） 

 (3) 第１２条第１項又は第２項の規定に基づ

き公開に反対する旨の意見を述べている第

三者（当該第三者が不服申立人又は参加人

である場合を除く。） 

 （第三者からの審査請求を棄却する場合等に

おける手続き） 

 （第三者からの不服申立てを棄却する場合等

における手続き） 

第１７条 第１２条第３項の規定は、次の各号

のいずれかに該当する裁決をする場合につい

て準用する。 

第１７条 第１２条第３項の規定は、次の各号

のいずれかに該当する決定をする場合につい

て準用する。 

 (1) 同条同項の決定に対する第三者からの審

査請求を却下し、又は棄却する裁決 

 (1) 同条同項の決定に対する第三者からの不

服申立てを却下し、又は棄却する決定 

 (2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当

該決定に係る情報を公開する旨の裁決（第

三者である参加人が当該情報の公開を反対

する旨の意見を述べている場合に限る。）

 (2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、

当該決定に係る情報を公開する旨の決定（

第三者である参加人が当該情報の公開を反

対する旨の意見を述べている場合に限る。

） 

 （諮問に対する答申の尊重）  （諮問に対する答申の尊重） 

第１８条 第１５条の規定により、審査会に諮

問をした実施機関は、当該諮問に対する答申

を受けたときは、これを尊重して、速やかに

裁決を行わなければならない。 

第１８条 第１５条の規定により、審査会に諮

問をした実施機関は、当該諮問に対する答申

を受けたときは、これを尊重して、速やかに

決定を行わなければならない。 
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第２条関係 

大口町個人情報保護条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

 第１章 総則（第１条―第５条）  第１章 総則（第１条―第５条） 

 第２章 個人情報の適切な取扱い（第６条―

第１５条） 

 第２章 個人情報の適切な取扱い（第６条―

第１５条） 

 第３章 開示、訂正及び利用停止  第３章 開示、訂正及び利用停止 

  第１節 開示（第１６条―第２８条）   第１節 開示（第１６条―第２８条） 

  第２節 訂正（第２９条―第３５条）   第２節 訂正（第２９条―第３５条） 

  第３節 利用停止（第３６条―第４１条）   第３節 利用停止（第３６条―第４１条）

  第４節 審査請求（第４２条―第４４条）   第４節 不服申立て（第４２条―第４４

条） 

 第４章 雑則（第４５条―第４９条）  第４章 雑則（第４５条―第４９条） 

 第５章 罰則（第５０条―第５３条）  第５章 罰則（第５０条―第５３条） 

 附則  附則 

   第３章 開示、訂正及び利用停止    第３章 開示、訂正及び利用停止 

    第１節～第３節 略     第１節～第３節 略 

    第４節 審査請求     第４節 不服申立て 

 （審査会への諮問）  （審査会への諮問） 

第４２条 開示決定等、訂正決定等又は利用停

止決定等について行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）による審査請求があったと

きは、当該審査請求に対する裁決をすべき実

施機関は、次の各号のいずれかに該当する場

合を除き、大口町情報公開・個人情報保護審

査会に諮問しなければならない。 

第４２条 開示決定等、訂正決定等又は利用停

止決定等について行政不服審査法（昭和３７

年法律第１６０号）による不服申立てがあっ

たときは、当該不服申立てに対する裁決又は

決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれ

かに該当する場合を除き、大口町情報公開・

個人情報保護審査会に諮問しなければならな

い。 

 (1) 審査請求が不適法であり、却下するとき

。 

 (1) 不服申立てが不適法であり、却下すると

き。 

 (2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等（開

示請求に係る保有個人情報の全部を開示す

る旨の決定を除く。以下この号及び第４４

条において同じ。）を取り消し、又は変更

し、当該審査請求に係る保有個人情報の全

 (2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示

決定等（開示請求に係る保有個人情報の全

部を開示する旨の決定を除く。以下この号

及び第４４条において同じ。）を取り消

し、又は変更し、当該不服申立てに係る保
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新 旧 

部を開示することとするとき。ただし、当

該開示決定等について反対意見書が提出さ

れているときを除く。 

有個人情報の全部を開示することとすると

き。ただし、当該開示決定等について反対

意見書が提出されているときを除く。 

 (3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等（訂

正請求の全部を容認して訂正をする旨の決

定を除く。）を取り消し、又は変更し、当

該審査請求に係る訂正請求の全部を容認し

て訂正をすることとするとき。 

 (3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正

決定等（訂正請求の全部を容認して訂正を

する旨の決定を除く。）を取り消し、又は

変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の

全部を容認して訂正をすることとするとき

。 

 (4) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等

（利用停止請求の全部を容認して利用停止

をする旨の決定を除く。）を取り消し、又

は変更し、当該審査請求に係る利用停止請

求の全部を容認して利用停止をすることと

するとき。 

 (4) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用

停止決定等（利用停止請求の全部を容認し

て利用停止をする旨の決定を除く。）を取

り消し、又は変更し、当該不服申立てに係

る利用停止請求の全部を容認して利用停止

をすることとするとき。 

２ 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等

又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請

求に係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法第９条第１項の規定は、適用

しない。 

 （諮問をした旨の通知）  （諮問をした旨の通知） 

第４３条 前条の規定により諮問をした実施機

関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を

通知しなければならない。 

第４３条 前条の規定により諮問をした実施機

関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を

通知しなければならない。 

 (1) 審査請求人及び参加人  (1) 不服申立人及び参加人 

 (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請

求者（これらの者が審査請求人又は参加人

である場合を除く。） 

 (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請

求者（これらの者が不服申立人又は参加人

である場合を除く。） 

 (3) 当該審査請求に係る開示決定等について

反対意見書を提出した第三者（当該第三者

が審査請求人又は参加人である場合を除く

。） 

 (3) 当該不服申立てに係る開示決定等につい

て反対意見書を提出した第三者（当該第三

者が不服申立人又は参加人である場合を除

く。） 

 （第三者からの審査請求を棄却する場合等に

おける手続等） 

 （第三者からの不服申立てを棄却する場合等

における手続等） 

第４４条 第２５条第３項の規定は、次の各号

のいずれかに該当する裁決をする場合につい

第４４条 第２５条第３項の規定は、次の各号

のいずれかに該当する裁決又は決定をする場
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て準用する。 合について準用する。 

 (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求

を却下し、又は棄却する裁決 

 (1) 開示決定に対する第三者からの不服申立

てを却下し、又は棄却する裁決又は決定 

 (2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当

該開示決定等に係る保有個人情報を開示す

る旨の裁決（第三者である参加人が当該第

三者に関する情報の開示に反対の意思を表

示している場合に限る。） 

 (2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、

当該開示決定等に係る保有個人情報を開示

する旨の裁決又は決定（第三者である参加

人が当該第三者に関する情報の開示に反対

の意思を表示している場合に限る。） 
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第３条関係 

大口町特定個人情報保護条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

 第１章 総則（第１条・第２条）  第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 特定個人情報の取扱い（第３条―第

１０条） 

 第２章 特定個人情報の取扱い（第３条―第

１０条） 

 第３章 開示、訂正、利用停止及び審査請求  第３章 開示、訂正、利用停止及び不服申立

て 

  第１節 開示（第１１条―第２２条）   第１節 開示（第１１条―第２２条） 

  第２節 訂正（第２３条―第２９条）   第２節 訂正（第２３条―第２９条） 

  第３節 利用停止（第３０条―第３５条）   第３節 利用停止（第３０条―第３５条）

  第４節 審査請求（第３６条―第３８条）   第４節 不服申立て（第３６条―第３８

条） 

 第４章 雑則（第３９条―第４２条）  第４章 雑則（第３９条―第４２条） 

 附則  附則 

   第３章 開示、訂正、利用停止及び審査

請求 

   第３章 開示、訂正、利用停止及び不服

申立て 

    第１節～第３節 略     第１節～第３節 略 

    第４節 審査請求     第４節 不服申立て 

 （審査会への諮問）  （審査会への諮問） 

第３６条 開示決定等、訂正決定等又は利用停

止決定等について行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）による審査請求があったと

きは、当該審査請求に対する裁決をすべき実

施機関は、次の各号のいずれかに該当する場

合を除き、大口町情報公開・個人情報保護審

査会（以下「審査会」という。）に諮問しな

ければならない。 

第３６条 開示決定等、訂正決定等又は利用停

止決定等について行政不服審査法（昭和３７

年法律第１６０号）による不服申立てがあっ

たときは、当該不服申立てに対する裁決又は

決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれ

かに該当する場合を除き、大口町情報公開・

個人情報保護審査会（以下「審査会」とい

う。）に諮問しなければならない。 

 (1) 審査請求が不適法であり、却下するとき

。 

 (1) 不服申立てが不適法であり、却下すると

き。 

 (2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等（開

示請求に係る保有特定個人情報の全部を開

示する旨の決定を除く。以下この号及び第

３８条において同じ。）を取り消し、又は

 (2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示

決定等（開示請求に係る保有特定個人情報

の全部を開示する旨の決定を除く。以下こ

の号及び第３８条において同じ。）を取り
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新 旧 

変更し、当該審査請求に係る保有特定個人

情報の全部を開示することとするとき。た

だし、当該開示決定等について反対意見書

が提出されているときを除く。 

消し、又は変更し、当該不服申立てに係る

保有特定個人情報の全部を開示することと

するとき。ただし、当該開示決定等につい

て反対意見書が提出されているときを除

く。 

 (3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等（訂

正請求の全部を容認して訂正をする旨の決

定を除く。）を取り消し、又は変更し、当

該審査請求に係る訂正請求の全部を容認し

て訂正することとするとき。 

 (3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正

決定等（訂正請求の全部を容認して訂正を

する旨の決定を除く。）を取り消し、又は

変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の

全部を容認して訂正することとするとき。

 (4) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等

（利用停止請求の全部を容認して利用停止

をする旨の決定を除く。）を取り消し、又

は変更し、当該審査請求に係る利用停止請

求の全部を容認して利用停止をすることと

するとき。 

 (4) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用

停止決定等（利用停止請求の全部を容認し

て利用停止をする旨の決定を除く。）を取

り消し、又は変更し、当該不服申立てに係

る利用停止請求の全部を容認して利用停止

をすることとするとき。 

２ 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等

又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請

求に係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法第９条第１項の規定は、適用

しない。 

 （諮問をした旨の通知）  （諮問をした旨の通知） 

第３７条 前条の規定により諮問をした実施機

関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を

通知しなければならない。 

第３７条 前条の規定により諮問をした実施機

関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を

通知しなければならない。 

 (1) 審査請求人及び参加人  (1) 不服申立人及び参加人 

 (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請

求者（これらの者が審査請求人又は参加人

である場合を除く。） 

 (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請

求者（これらの者が不服申立人又は参加人

である場合を除く。） 

 (3) 当該審査請求に係る開示決定等について

反対意見書を提出した第三者（当該第三者

が審査請求人又は参加人である場合を除

く。） 

 (3) 当該不服申立てに係る開示決定等につい

て反対意見書を提出した第三者（当該第三

者が不服申立人又は参加人である場合を除

く。） 

 （第三者からの審査請求を棄却する場合等に

おける手続等） 

 （第三者からの不服申立てを棄却する場合等

における手続等） 

第３８条 第２０条第３項の規定は、次の各号第３８条 第２０条第３項の規定は、次の各号
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のいずれかに該当する裁決をする場合につい

て準用する。 

のいずれかに該当する裁決又は決定をする場

合について準用する。 

 (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求

を却下し、又は棄却する裁決 

 (1) 開示決定に対する第三者からの不服申立

てを却下し、又は棄却する裁決又は決定 

 (2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当

該開示決定等に係る保有特定個人情報を開

示する旨の裁決（第三者である参加人が当

該第三者に関する情報の開示に反対する意

思を表示している場合に限る。） 

 (2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、

当該開示決定等に係る保有特定個人情報を

開示する旨の裁決又は決定（第三者である

参加人が当該第三者に関する情報の開示に

反対する意思を表示している場合に限

る。） 
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第４条関係 

大口町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （設置）  （設置） 

第２条 大口町情報公開条例（平成１１年大口

町条例第２８号。以下「情報公開条例」とい

う。）第１５条、大口町個人情報保護条例（

平成１６年大口町条例第１７号。以下「個人

情報保護条例」という。）第４２条及び大口

町特定個人情報保護条例（平成２７年大口町

条例第２２号。以下「特定個人情報保護条例

」という。）第３６条の規定による諮問に応

じ、審査請求について調査審議するため、審

査会を置く。 

第２条 大口町情報公開条例（平成１１年大口

町条例第２８号。以下「情報公開条例」とい

う。）第１５条、大口町個人情報保護条例（

平成１６年大口町条例第１７号。以下「個人

情報保護条例」という。）第４２条及び大口

町特定個人情報保護条例（平成２７年大口町

条例第２２号。以下「特定個人情報保護条例

」という。）第３６条の規定による諮問に応

じ、不服申立てについて調査審議するため、

審査会を置く。 

 （審査請求における審査会の調査権限）  （不服申立てにおける審査会の調査権限） 

第７条 略 第７条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項に定めるもののほか、審査会は、諮

問に係る事案の審議を行うために必要がある

と認めるときは、審査請求人、参加人、諮問

実施機関の職員その他関係者（以下「審査請

求人等」という。）から意見若しくは説明を

聞き、又は必要な調査をすることができる。

３ 第１項に定めるもののほか、審査会は、諮

問に係る事案の審議を行うために必要がある

と認めるときは、不服申立人、参加人、諮問

実施機関の職員その他関係者（以下「不服申

立人等」という。）から意見若しくは説明を

聞き、又は必要な調査をすることができる。

 （意見の陳述）  （意見の陳述） 

第８条 審査会は、審査請求人等から申立てが

あったときは、当該審査請求人等に口頭で意

見を述べる機会を与えなければならない。た

だし、審査会が、その必要がないと認めると

きは、この限りでない。 

第８条 審査会は、不服申立人等から申立てが

あったときは、当該不服申立人等に口頭で意

見を述べる機会を与えなければならない。た

だし、審査会が、その必要がないと認めると

きは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又

は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人と

ともに出頭することができる。 

２ 前項本文の場合においては、不服申立人又

は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人と

ともに出頭することができる。 

 （意見書等の提出）  （意見書等の提出） 

第９条 審査請求人等は、審査会に対し、意見

書又は資料を提出することができる。ただし

、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当

第９条 不服申立人等は、審査会に対し、意見

書又は資料を提出することができる。ただし

、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当
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新 旧 

の期間を定めたときは、その期間内にこれを

提出しなければならない。 

の期間を定めたときは、その期間内にこれを

提出しなければならない。 

 （提出資料の閲覧）  （提出資料の閲覧） 

第１０条 審査会は、審査請求人等から、審査

会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写

しの交付を求められたときは、これに応ずる

よう努めるものとする。 

第１０条 審査会は、不服申立人等から、審査

会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写

しの交付を求められたときは、これに応ずる

よう努めるものとする。 

 （答申書の送付等）  （答申書の送付等） 

第１２条 審査会は、諮問に対する答申をした

ときは、答申書の写しを審査請求人及び参加

人に送付するとともに、答申の内容を公表す

るものとする。 

第１２条 審査会は、諮問に対する答申をした

ときは、答申書の写しを不服申立人及び参加

人に送付するとともに、答申の内容を公表す

るものとする。 
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第５条関係 

大口町固定資産評価審査委員会条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（審査の申出） （審査の申出） 

第４条 略 第４条 略 

２ 審査申出書には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

２ 審査申出書には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は

居所 

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所 

(2) 審査の申出に係る処分の内容 

(3) 審査の申出の趣旨及び理由 (2) 略 

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合に

おいては、その旨 

(3) 略 

(5) 審査の申出の年月日 (4) 略 

３ 審査申出人が、法人その他の社団若しくは

財団であるとき、総代を互選したとき、又は

代理人によって審査の申出をするときは、審

査申出書には前項各号に掲げる事項のほか、

その代表者若しくは管理人、総代又は代理人

の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服

審査法施行令（平成２７年政令第３９１号）

第３条第１項に規定する書面を添付しなけれ

ばならない。 

３ 審査申出人が、法人その他の社団若しくは

財団であるとき、総代を互選したとき、又は

代理人によって審査の申出をするときは、審

査申出書には前項各号に掲げる事項のほか、

その代表者若しくは管理人、総代又は代理人

の氏名及び住所を記載し、行政不服審査法

（昭和３７年法律第１６０号）第１３条第１

項に規定する書面を添付しなければならな

い。 

４・５ 略 ４・５ 略 

６ 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総

代又は代理人がその資格を失ったときは、書

面でその旨を委員会に届け出なければならな

い。 

（書面審理） （書面審理） 

第６条 略 第６条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律（平

成１４年法律第１５１号。第１０条第１項第

２号及び第２項第３号において「情報通信技

術利用法」という。）第３条第１項の規定に

より同項に規定する電子情報処理組織を使用
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新 旧 

して弁明がされた場合には、前項の規定に従

って弁明書が提出されたものとみなす。 

３ 略 ２ 略 

４ 略 ３ 略 

５ 委員会は、審査申出人から反論書の提出が

あったときは、これを町長に送付しなければ

ならない。 

（手数料の額） 

第１０条 法第４３３条第１１項において読み

替えて準用する行政不服審査法（平成２６年

法律第６８号）第３８条第４項の規定により

納付しなければならない手数料（以下「手数

料」という。）の額は、大口町手数料条例（

平成１２年大口町条例第６号）に定めるとこ

ろによる。 

（手数料の減免） 

第１１条 委員会は、法第４３３条第１１項に

おいて読み替えて準用する行政不服審査法第

３８条第１項の規定による交付を受ける審査

申出人が経済的困難により手数料を納付する

資力がないと認めるときは、同項の規定によ

る交付の求め１件につき２，０００円を限度

として、手数料を減額し、又は免除すること

ができる。 

２ 手数料の減額又は免除を受けようとする審

査申出人は、法第４３３条第１１項において

読み替えて準用する行政不服審査法第３８条

第１項の規定による交付を求める際に、併せ

て当該減額又は免除を求める旨及びその理由

を記載した書面を委員会に提出しなければな

らない。 

３ 前項の書面には、審査申出人が生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号）第１１条第１

項各号に掲げる扶助を受けていることを理由

とする場合にあっては当該扶助を受けている

ことを証明する書面を、その他の事実を理由
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新 旧 

とする場合にあっては当該事実を証明する書

面を、それぞれ添付しなければならない。 

（議事についての調書） （議事についての調書） 

第１２条 略 第１０条 略 

（決定書の作成） （決定書の作成） 

第１３条 委員会は、審査の決定をする場合に

おいては、次に掲げる事項を記載し、委員会

が記名押印した決定書を作成しなければなら

ない。 

第１１条 委員会は、審査の決定をする場合に

おいては、決定書を作成しなければならな

い。 

(1) 主文 

(2) 事案の概要 

(3) 審査申出人及び町長の主張の要旨 

(4) 理由 

２ 略 ２ 略 

（審査の秩序維持） （審査の秩序維持） 

第１４条 略 第１２条 略 

（関係者に対する費用の弁償） （関係者に対する費用の弁償） 

第１５条 略 第１３条 略 

（委任） （委任） 

第１６条 略 第１４条 略 
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第６条関係 

大口町税条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （災害等による期限の延長）  （災害等による期限の延長） 

第２０条の２ 町長は広範囲にわたる災害その

他やむを得ない理由により、法又はこの条例

に定める申告、申請、請求その他書類の提出

（審査請求に関するものを除く。）又は納付

若しくは納入（以下本条中「申告等」という

。）に関する期限までにこれらの行為をする

ことができないと認める場合には、地域、期

日その他必要な事項を指定して当該期限を延

長するものとする。 

第２０条の２ 町長は広範囲にわたる災害その

他やむを得ない理由により、法又はこの条例

に定める申告、申請、請求その他書類の提出

（不服申立てに関するものを除く。）又は納

付若しくは納入（以下本条中「申告等」とい

う。）に関する期限までにこれらの行為をす

ることができないと認める場合には、地域、

期日その他必要な事項を指定して当該期限を

延長するものとする。 

２～５ 略 ２～５ 略 

 （町民税の減免）  （町民税の減免） 

第４９条 略 第４９条 略 

２ 略 ２ 略 

 (1) 納税義務者の氏名及び住所又は居所（法

人にあっては、名称、事務所又は事務所の

所在地及び法人番号） 

 (1) 納税義務者の氏名又は名称、住所若しく

は居所又は事務所若しくは事業所の所在地

及び個人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番号をい

う。）又は法人番号 

 (2)・(3) 略  (2)・(3) 略 

３ 略 ３ 略 

 （特別土地保有税の減免）  （特別土地保有税の減免） 

第１２５条の３ 略 第１２５条の３ 略 

２ 略 ２ 略 

 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法

人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第

２条第１５項に規定する法人番号をいう。

以下この号において同じ。）（法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第

２条第５項に規定する個人番号をいう。以

下この号において同じ。）又は法人番号（

同法第２条第１５項に規定する法人番号を

いう。以下この号において同じ。）（個人
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新 旧 

番号又は法人番号を有しない者にあっては

、住所及び氏名又は名称） 

 (2)・(3) 略  (2)・(3) 略 

３ 略 ３ 略 
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第７条関係 

大口町手数料条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

手数料の種類 単位 金額 備考 

略 

土地改良区に

関する証明書

交付手数料 

１枚 ２００

円

行政不服審査

法（平成２６

年法律第６８

号）第３８条

第１項（同法

第９条第３項

の規定により

読み替えて適

用する場合及

び他の法律の

規定において

準用する場合

を含む。）の

規定による提

出書類等の写

し等の交付

（行政不服審

査法第８１条

第３項におい

て準用する同

法第７８条第

１項の規定に

よる提出資料

等の写し等の

交付を含

む。）に係る

手数料 

複写機に

より用紙

（Ｂ５～

Ａ３）に

複写した

もの １

枚 

白黒 

１０円

両面に複写

又は出力さ

れた用紙に

ついては、

片面を１枚

として手数

料の額を算

定する。 

カラー

２０円

電磁的記

録に記録

された事

項を用紙

（Ｂ５～

Ａ３）出

力したも

の １枚

白黒 

１０円

カラー

２０円

上記以外

のものの

作成に要

するもの

実費 

その他町長が

認める諸証明

１件 ２００

円

手数料の種類 単位 金額 備考 

略 

土地改良区に

関する証明書

交付手数料 

１枚 ２００

円

その他町長が

認める諸証明

書交付手数料

又は文書で事

実を認証する

手数料 

１件 ２００

円
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新 旧 

書交付手数料

又は文書で事

実を認証する

手数料 
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改 正 要 旨 

１ 改正の趣旨 

  全面改正された行政不服審査法が平成２８年４月１日に施行されることに伴

い、用語の整理等所要の整備をするために、関係条例の一部を改正します。 

２ 改正の概要 

条文 対象条例 内容 

第１条 大口町情報公開条例 ①「不服申立て」を「審査請求」に改正す

る等の用語の整理 

②審査請求に対する既存の第三者機関が

あるため、行政不服審査法における「審

理員」による手続きを適用除外とする

規定を追加 

第２条 大口町個人情報保護条例 

第３条 
大口町特定個人情報保護

条例 

第４条 
大口町情報公開・個人情報

保護審査会条例 

「不服申立て」を「審査請求」に改正する

等の用語の整理 

第５条 
大口町固定資産評価審査

委員会条例 

①「不服申立て」を「審査請求」に改正す

る等の用語の整理 

②固定資産評価審査委員会における審理

手続を行政不服審査法に則したものに

するための手続規定の整備 

第６条 大口町税条例 
「不服申立て」を「審査請求」に改正する

等の用語の整理 

第７条 大口町手数料条例 

行政不服審査法第３８条第１項の規定に

よる審理手続に係る提出書類等の写しの

交付手数料（同法、他の法律で準用する場

合も含む。）の規定を追加。 

３ 施行期日 

  平成２８年４月１日から施行します。 
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